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令和５年度（2023 年度）ICT 導入支援事業に係る研修会の実施について 

日頃から、本道の障がい者福祉の推進に御協力いただき厚く御礼申し上げます。 

さて、令和５年度(2023 年度) 障がい者用介護ロボット等及び ICT 導入支援事業の実施

については、令和６年（2024 年）２月２９日付け障福第３５８６号により通知したところ

であり、各事業者が ICT 導入に係る補助を受ける場合は、研修の受講が要件となっており

ます。 

つきましては、今年度の研修については、次のとおり書面により行いますので、各事業者

におかれましては研修資料を閲覧、学習いただき、掲載された事例を参考に、導入機器のさ

らなる活用を図るなど、今後の業務の改善に努めていただきますようお願いします。 

記 

１ 研修の方法  書面研修（各事業者において研修資料を閲覧、学習） 

２ 研 修 資 料  「障害福祉サービス事業所の ICT を活用した業務改善ガイドライン」 

（https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000654236.pdf） 

 ※データ容量が大きいことから、各事業者においてダウンロードし 

て閲覧願います。 

３ 受 講 報 告  業務の参考としていただき、機器の活用方法に拡充等がある場合には、

別途提出する実績報告書に反映させてください。 

４ 受 講 期 限   実績報告書の提出日または令和６年（2024 年）３月 31 日までのうち、

いずれか早い日まで 

５ 備 考  令和５年度(2023 年度) 障がい者用介護ロボット等及び ICT 導入支援 

事業実施要綱２-(2)-アにおいて定める研修が本研修となります。 
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